
令和4年度在宅医療・介護連携に関する市町村支援事業
第3回 感染症予防研修会

高齢者施設等における
集団感染発生時の対応

発表者：新屋洋平
西崎病院 沖縄県医師会在宅医療・介護連携統括アドバイザー

日 時：令和4年7月26日（火）19:00-21:00
場 所：うるま市役所 3階講堂
対 象：市町村職員及び高齢者施設等関係者
形 式：現地及びWEB形式
主 催：沖縄県医師会



• 施設内における集団感染発生前の準備について
BCP（事業継続計画）の作成

『引き算』の発想が重要
平時からの情報整理

入所者：一覧表（情報を追加できるような余白が必要）、フロアマップ等の作成
家族連絡先、かかりつけ医療機関名、既往歴、各種ワクチン接種歴等がすみやかに
確認できることが望ましい

職員：名簿の更新、ワクチン接種歴の確認
関係機関：保健所、各入所者のかかりつけ医療機関、緊急時の搬送先病院等

• 施設内における集団感染発生時の対応について
集団感染発生時：支援の流れ
有事の情報整理について
施設療養の継続に必要なことについて
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本日のお話



• 感染者数等の状況の変化を追う情報収集

• 状況の変化に合わせたゾーニングの変更

• 感染拡大防止の徹底
介護職員のPPE着脱が安全に行えているか
ごみ、リネン、食器等の感染性がある物品の取り扱い
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施設療養の継続に必要なこと
感染対策（看護師・支援者） 施設機能維持（施設管理者・支援者）

• 感染情報整理
ラインリスト、ベッドマップ、一覧表等

• かかりつけ医に対する診療依頼、調整
• 人的資源のバランスの評価
• 指揮系統見直し
• 外部支援調整

 物資が不足している場合、供給依頼
 人的支援派遣の調整（Ns、CW）
 かかりまし経費等

医療提供（かかりつけ医）
• 看護師と連携し、陽性者の健康観察（遠隔診療等）

 必要時は支援医師と連携し入院適応の判断、緊急転院患者選定

• 抗原陽性時の発生届

• 対症療法薬処方、中和抗体薬投与（かかりつけ医が行えない場合は地区医師会に相談）

• 診療情報提供書、特別訪問看護指示書等の記載



提供：浦添総合病院 原國政直さんBCP：平時の業務整理
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提供：浦添総合病院 原國政直さんBCP：有事の業務整理
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資料提供：沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部 支援班
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• 罹患、家庭事情等により勤務継続が困難な職員
が発生する

• クラスター施設では絶対に人員不足となる

【平時からの備え】
緊急時の勤務体制シミュレーションを行う

• 最低限の必須人数：夜勤、日勤、パート等

• シフトが成立する職員数の確認

• 緊急時の配置換えに備えた職員意向調査

• 危険手当など臨時手当の検討

• タスクシェアリング（管理職業務、看護師業務
等）

BCP：職員減に備える
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職員もしくは入居者に１人でも陽性者を確認

どこまで施設療養を継続するかを決定（基準を参照）

迅速対応チームによる原則２４時間以内の支援介入
① 感染対策の指導 ② 集中的検査の実施 ③資機材の供給

地域の医療機関と保健所、
県施設支援班で速やかに共有

陽性者が複数発生
または複数発生が見込まれる場合

施設療養の支援（必要に応じて施設内に支援本部を立ち上げ）
① 陽性者に対する速やかな治療薬の投与（人工抗体薬等）
② オンライン診療、訪問診療、訪問看護によるサポート
③ 継続的な感染対策の指導（実地とオンラインの組み合わせ）

施設従業員、家族等とのコンセンサス
県の責任で継続的な支援体制の構築

社会福祉施設における集団感染発生時：支援の流れ
※沖縄県参与：髙山先生提供
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地区医師会
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重点医療機関

高齢者入所施設等COVID-19療養者への医療提供スキーム
かかりつけ医

高齢者入所施設等

抗原検査で
陽性判明

・診療
・発生届記載
・症状緩和薬処方
・入院に備えて紹介状の作成

・中和抗体療法等の追加治療対応が
可能な医療機関の相談

※かかりつけ医不在の場合、地区医師会に連絡

支援班医師

・感染対策指導
・支援調整

中等症以上等の場合
入院調整

感染管理認定看護師等
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※県医師会を通して会員医療機関には通知済み



施設療養となった陽性者のかかりつけ医療機関への連絡内容：例

• 『当施設においてコロナの陽性者が発生し、貴院に通院している〇〇様について、抗原検査
を実施したところ陽性の結果となりました』

• 『●●日より発熱や咳、活気低下がありました。経口摂取はいつもより少なくなっています
が、水分は飲めています。パルスオキシメーターによるSpO2の低下はありません』

• 『医師会より周知があり、軽症であれば通院先等のかかりつけの先生に電話診療を行ってい
ただき、発生届を保健所に提出すること、解熱剤等の処方、状態悪化に備えてケアマネ宛に
紹介状を作成することを求めることとなっています』

• 『つきましては、電話診療を行っていただきたく、本日先生のご都合が良い時間にご連絡く
ださい。発生届の記載およびお薬の処方をお願いいたします。後日で構いませんので、既往
歴や採血検査結果、アドバンス・ケア・プランニングの内容等を記載した診療情報提供書を
作成し、 担当ケアマネジャーまでお送りください』

• 『詳しいことは私どもも情報が不足しておりますので、地区医師会にお問い合わせください。
また、貴院で対応できない場合は、当方より地区医師会に連絡し対応する医療機関を調整い
ただくこととなっておりますことをご了承ください』

• 『入院の判断につきましては、県コロナ本部施設支援班の医師と連絡をとることとなってい
ます。入院となった場合には、すみやかにご連絡を差し上げます』
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※県医師会を通して会員医療機関には通知済み



有事の情報整理
• クラスター発生時には、平時の5倍以上の

情報が行き交うとされる

【情報の伝達先：整理担当者】

• 施設単位：管理者等の外部対応者
 保健所
 市町村
 委託業者：清掃、リネン交換、物品納入等
 COVID-19の場合：県新型コロナウイルス感染症対策本部

• 入所者単位：看護師が望ましい※

 家族等の関係者
 医療介護者：かかりつけ医、ケアマネジャー等
 急性期病院（入院が検討される場合）

※看護師の常駐が無い施設においては、訪問看護の
支援を受けることを積極的に検討してください
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⮚日中 （9時～17時）
沖縄県 感染症対策課
098-866-2204
⮚夜間（17時～24時）
098-917-2865
⮚深夜・早朝（0時～9時）
119

コロナ対応連絡先

陽性者のその他健康悪化時

⮚ 那覇市
那覇市 ちゃーがんじゅう課
098-862-9010

⮚ 那覇市以外
沖縄県 高齢者福祉介護課
098-866-2214

物資の緊急要請

098-894-5122
沖縄県 感染症対策課
（医療機関・施設支援チーム）

その他のお困りごと

⮚意識レベルが低下した場合
⮚呼吸困難を訴える場合、SpO2が90%
以下の場合

⮚その他、緊急で処置・治療を行わない
といけない状態にあると判断する場合

緊急の場合：119
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施設療養に必要な医療提供のイメージ
施設単独で、下記業務が 実施できている ほぼ

実施できていない

感染対策（看護師業務）
 感染者数等の状況の変化を追う情報収集
 状況の変化に合わせたゾーニングの変更
 感染拡大防止の徹底

 介護職員のPPE着脱が安全に行えているかの確認
 ごみ、リネン、食器等の感染性がある物品の取り扱い

• 施設内感染判明時
における早期直接
支援

• 必要時の遠隔支援

• 感染対策指導
• 現場におけるゾーニ

ング方針確認
• 感染対策実施状況の

継続確認

個別的なケア（看護師業務）
 風邪症状に対する一般的なケア
 体調が変化した際の相談先が有り、対応が可能か

• 遠隔診療による症
状緩和薬、治療薬
の処方

• 直接診療
• ケアの指導
• 補液の処方

施設機能維持（管理的業務）
 感染情報整理

ラインリスト、ベッドマップ、一覧表等
 かかりつけ医への診療依頼、調整
 人的資源のバランスの評価
 物資在庫の把握、供給依頼
 指揮系統見直し、外部支援調整

人的支援派遣の調整（Ns、CW）
かかりまし経費等

かかりつけ医による
• 発生届の記載
• 診療情報提供書、

特別訪問看護指示
書等の作成

支援医師による
• 直接診療（往診）に

よる陽性者の把握
• 処方、必要書類の記

載等の一括対応
• 施設内状況の把握、

県（保健所等）への
伝達
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COVID-19療養者に必要な医療提供：風邪症状のケア（看護的業務）
熱がでているときや、吐き気があるとき

• 食事を無理しない。水分を多めに飲んでいただくか、飲めなさそうであれば往診を受けて点滴を受ける
 熱が高ければ食欲は落ち、症状として吐き気が出ているときは食べられません。水を多めに飲むことで、2－3日して熱

が下がればまた食べられるようになる例は多い

 がんばって食事介助をしてしまい、食事中やその後に嘔吐したり、誤嚥して呼吸状態が悪化する…ような事例は多い

 低血糖が起こりうる『糖尿病』の方は、糖分のはいったゼリーや高カロリー飲料等を摂取いただくことで、経過をみら
れることも多い

酸素飽和度の低下

• 深く眠ると酸素（SpO2）が下がるが、『目が覚めたら酸素が上がる』
 高齢者が深く眠ると、酸素（SpO2）が下がることはよくある。『目が覚めたら酸素が上がる』ときは、肺の問題はないことが多い

• 熱が高く、頻呼吸で酸素が下がる → 解熱剤を使用し呼吸が落ち着いたら、酸素が上がることも多い

• ベッド上で寝かせたきりにしない
 背中の肺に空気が入りにくくなり、潰れてしまって酸素が十分入っていかないことがある（無気肺や肺容量の減少）

 コロナ感染前と同様に車椅子に座るなど、離床していただくことで酸素がゆっくりあがっていくことが多い。離床する
と食欲がでてくる方も多い

 熱があまりでていないのになぜか酸素が低い場合は、肺の問題ではなく、ケアで改善する場合がある



まとめ：すぐに取り組んでほしい対策
1. 日ごろからの標準予防策（感染対策）を心がけましょう 

2. 症状があれば、仕事を休みましょう

3. BCP（事業継続計画）を作成しましょう
• 人員不足は必発です。備えられる体制を作っておきましょう

高齢者施設は、入所者の居場所として絶対に必要な場所です！！
『０（入院・利用停止）』or『１００（通常の再開）』ではなく、
入所者が穏やかに療養を継続できるよう対策を行っていきましょう。
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